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カンボジアの市民社会スペースの実態と課題

重　田　康　博

はじめに

カンボジア王国（以下カンボジア）は、1953

年フランスから独立後シアヌーク体制の下で仏教
社会主義を歩み、1975 年から 1979 年までクメー
ル・ルージュ（共産党ポルボト政権）の圧政と虐
殺が行われた時期があった。1979 年ベトナム軍
が侵攻しポルポト政権は崩壊し、カンボジアは
以後 1980 年代ポト派を含む 3 派とベトナム・ヘ
ンサムリン派との内戦になり、1991 年パリ和平
協定を結び内戦が終了した。1992 年国連カンボ
ジア暫定統治機構（UNTAC）が統治し、1993 年
民主選挙が行われ、以降 5 年毎に総選挙が行われ
る。1998 年からフン・セン政権率いる人民党の
フン・セン首相の長期政権となった。フン・セン
政権の権威主義体制の下でカンボジアは開発国
家を目指し、2000 年以降は高い経済成長を達成
した。2008 年の世界金融危機で大きく落ち込む
が、その後表 1 の通り、カンボジアの実質 GDP

成長率は 2015 年 7.2％、2017 年の 7.0％と安定し
1、2015 年の名目 GDP（100 万米ドル）は 18,150

百万米ドル、2017 年は 22,252 百万米ドルとなり
毎年上昇している 2。また、一人当たりの名目
GDP は 2015 年の 1,168 米ドルから 2017 年には
1,390 米ドルに伸びている 3。カンボジア政府は、
2014 年から 2018 年まで第 3 次国家開発戦略（四
辺形戦略）を表明し、グッドガバナンス、戦略の
実施環境、インフラ開発、民間部門開発と雇用、
人造りと能力開発等を目指している。

それでは、カンボジアの市民社会はどのように
なっているのであろうか。カンボジアのネット
ワーク NGO（Non-Governmental Organization）で
ある CCC （Cooperation Committee for Cambodia）の
Soeung Saroeun に よ る と、 現 在 5,000 の NGO・
団体が外務国際協力省に登録し、25,000 の CBO

（Community Based-Organization） が活動している

4。CCC が 発 行 す る Directory of Cambodian Non-

Government Organization2010-2011 では、カンボジ
アのローカル NGO228 団体が掲載されている。
CCC の Soeung Saroeun によると、2012 年に 1,350

の NGO と団体がカンボジアの開発に対する資金
源に貢献した。それは、国の予算 25%（500-700

百万米ドル）相当にあたり、4,000 以上のプロジェ
クトを実施し、40,000 人のスタッフメンバが雇
用されている 5。また、在カンボジア NGO 日本
人ネットワーク（Japanese NGO Workers’Network 

in Cambodia、JNNC）が発行する『在カンボジア 

NGO 日本人ネットワークダイレクトリー 2018』
（2018 年 1 月）では、日本の NGO が 33 団体掲載
されている。

2018 年は 1991 年のパリ和平協定成立から 27

年が経過し、7 月 29 日には第 6 回カンボジア総
選挙が行われ、人民党が大勝した。同和平協定の
主な精神は、民主主義と人権を尊重し国の再建と
行うことであった。しかし、現在のカンボジアで
は、長く続くフン・セン人民党政権による権威主
義的な独裁政権により、野党救国党やその議員へ
の弾圧だけでなく、2015 年 8 月の NGO 法（Law 

on Associations and NGOs、通称 LANGO）の成立
により、カンボジアのローカル NGO への管理・
規制が厳しくなり、市民社会スペースが縮小し悪
化している。市民社会スペースを維持することは
民主主義の根幹にかかわる問題であるが、市民社
会の縮小は民主主義の危機であるともいえる。パ
リ和平協定の民主主義と人権を守る精神は、市民
社会が縮小している現在のカンボジアではすでに
失ってしまったのだろうか 6。　　

また、2016 年 9 月 25 日に第 70 回国連総会で
採択された 17 の持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals, SDGs）と 169 のターゲット
からなる「我々の世界を変革する：持続可能な
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開発のための 2030 アジェンダ ”Transforming Our 

World: 2030 Agenda for Sustainable Development”」
宣言 3 では、取り組むべき課題「我々は、2030 

年までに以下のことを行うことを決意する。あら
ゆる貧困と飢餓に終止符を打つこと。国内的・国
際的な不平等と戦うこと。平和で、公正かつ包摂
的な社会をうち立てること。人権を保護しジェン
ダー平等と女性・女児の能力強化を進めること 7」
と述べ、平和で公正なかつ包摂的な社会や基本的
人権およびジェンダーの尊重の実現を目指してい
るが、果たしてカンボジアでは SDGs のいう基本
的人権やジェンダーがどこまで尊重されているの
であろうか。

それでは、カンボジアの市民社会スペースは現
在どのようになっているのか、市民社会スペース
の縮小や悪化があるならその原因は何か、今後ど
のように市民社会スースを維持していけばいいの
であろうか。本論では、カンボジアの市民社会ス
ペースの縮小・悪化の問題を取り上げ、NGO 規
制立法とされる LANGO について述べた後、カン
ボジアの NGO を巡る状況、SDGs を進める開発
NGO と人権・選挙監視 NGO との市民社会スペー
スの認識に対する温度差、その間に立つネット
ワーク NGO、日本の NGO などカンボジアにお
ける CSO の活動スペース縮小諸問題を取り上げ、
その市民社会スペースの実態と課題について探る
ことを目的とする。

なお、市民社会の定義については、メアリー・
カルドーなど数多く述べられているがその定義に
は深く立ち入らない。本論では市民社会を「非
政府・非営利セクター」として、「政府や市場に
代わる個人や NGO などで構成する自発的自律的
な社会 8」と定義したい。近年国連や国際社会で
は NGO を含む幅広い市民組織の用語として CSO

（Civil Society Organization、市民社会組織）が使
われるようになっているが、その契機は政府や国
連等のドナー関係団体が NGO だけでなく、労働

組合、協同組合、宗教組織、学術組織など含めて
国際協力に携わる関係組織をもっと幅広く捉えよ
うしたことにある。本論では、そのような市民社
会団体全体を指す時 CSO という用語を使い、カ
ンボジアの都市部などにある民間組織や日本の国
際協力民間組織を示す用語として NGO という用
語を使い、地域レベルで活動する組織を CBO と
呼ぶことにするが、それらの用語を厳密に使い分
けしているわけではない 9。

Ⅰ　市民社会スペースとは何か

最初に、「市民社会スペース」とは何かについ
て考える。国連や NGO によって市民社会スペー
スは定義もされている。国連人権高等弁務官事務
所（OHCHR）によれば、市民社会スペースとは、

「市民社会アクターが社会において占める場所で
あり、市民社会が機能する環境や枠組みである。
また市民社会アクター、国家、民間セクターおよ
び一般市民の間の相互関係でもある 10」として、
その市民社会アクターとは、「平和と安全の維持、
開発と発展の実現、人権の促進と尊重、という国
連の目標と矛盾しない共通の関心事、目的そして
価値のために、一般の参加や活動という形で自発
的に関わる個人や団体をさす 11」と述べ、国連で
も市民社会スペースや市民社会アクターの存在を
はっきりと認めている。

また、CSO の国際ネットワークである CIVICUS

によれば、市民社会スペースとは「あらゆる開放
的で民主的な社会の基盤である。市民社会スペー
スが開放的である時に、CSO は障害なしに組織
化や参加ができ、コミュニケーションをとること
ができる。そうすることで、CSO は権利を主張し、
CSO を取り巻く政治的・社会的構造に影響を与
えることができる。こうしたことは、国家が自分
の市民を保護する義務を果たし、結社の自由、平
和的な集会の自由、見解や意見表明の自由の 3 つ
の基本的な人権を尊重・促進することにおいての
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表 1「カンボジアの主要経済指標」（会計年度 1 － 12 月）
名目 GDP（100 万ドル） 1 人当たり名目 GDP（ドル） 実質 GDP 成長率（%）

2015 18,150 1,168 7.2
2016 20,157 1,278 7.0
2017 22,252 1,390 7.0

（出所）「2017 年のアジア諸国・地域の主要経済指標」『アジア動向年報 2018』ⅵ - ⅶ
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み可能となる 12」と述べている。その CIVICUS

は、世界の 195 ヵ国の市民社会スペースの調査
を行っていて、2017 年に CIVICUS モニターを発
表した。同モニターでは、195 ヵ国を「開かれて
いる（Opened）」、「狭まっている（Narrowed）」、

「妨げられている（Obstructed）」、「抑圧されてい
る（Repressed）」、「閉ざされている（Closed）」の
5 つのカテゴリーに分けており、「開かれている」
国という市民社会スペースが保障されている国は
ほとんど西ヨーロッパ諸国であり、逆に「抑圧さ
れている国」は CSO や NGO の活動が許されて
はいるが市民社会スペースが縮小している国で、
特に人権など政策提言活動が規制され、政府によ
る市民社会への圧力が強まっている国で、タイ、
カンボジア、ミャンマー、パキスタン、アフガニ
スタンなどで、「閉ざされた」国は市民社会スペー
スが CSO や NGO の活動が限定され、特に政策
提言や政府批判は不可能で市民社会スペースがほ
とんどない国で、アジアでは中国、北朝鮮、ベト
ナム、ラオスなどで、中東、アフリカ諸国に多い
13。

一方、国際社会では、市民社会のスペースの議
論と並行して、CSO や NGO の「政策環境（Enabling 

Environment）」についても「援助効果」や「開発
効果」の議論も進んでいる。政策環境に初めて言
及いたのは、2008 年の「第 3 回援助効果に関す
るハイレベル・フォーラム」でされたアクラ・ア
ジェンダ・アクション（Accra Agenda for Action、
AAA）で、CSO の役割や政策環境について国際
的に認知された。今日 CSO の政策環境は、市民
社会スペースの確保やその縮小を巡る議論と合わ
せて使われるようになっている 14。

さて、その市民社会スペースの縮小とは何であ
ろうか。国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）は、
市民社会アクターの直面する課題として、「①市
民社会の妨げとなる法律または規定に基づいた措
置、②恣意的な措置、③法の枠外の嫌がらせ、脅
迫および報復行為 15」、について取り上げている。
具体的には、表現の自由、結社の自由、集会の自
由への侵害、NGO を含めた CSO や労働組合の設
立・活動に対する管理・規制、無実の CSO 関係
者の監禁や拘束、海外のドナーからの資金助成に
対する規制などが考えられる。なぜ市民社会が縮

小したのかについて、高柳彰夫は市民社会が縮小
する理由について、①ポピュリズムと偏狭かつ国
家主義的なナショナリズムの台頭、②「テロ対
策」名目、③市民社会が外国の価値を促進する危
険、④新興ドナー（特に中国）と伝統ドナーの相
対的後退：開発援助の民主主義の後退、⑤西欧ド
ナーを有力資金源とする南の CSO へのバッシン
グ 16、を挙げている。この①から⑤までの理由は
どれも市民社会のスペースを保障する上で問題と
なるが、時代の変化と共にその問題の意味も変化
する。特に、①から⑤で共通しているのはアジア
で影響力が増している中国の存在である。中国が
欧米や既成の国際機関などの伝統的ドナーに代わ
り、非伝統的な新興ドナーとして、カンボジアや
他のアジアの国の独裁主義国家や権威主義的国家
を支援していることが民主主義の後退と市民社会
スペースの縮小に影響しているのではないかとい
われている。

Ⅱ　カンボジアの市民社会スペースの現状 

カンボジアの NGO は、国家や市場によるグ
ローバリゼーションの影響で貧富の格差で喘ぐカ
ンボジアの貧しい住民、子どもたち、女性など社
会的弱者を守るために、現場レベルでの支援活動
を行っている。 こうした彼らの現場での動きは、
国家や市場によるグローバル化の動きとは別に、
カンボジアの市民社会を育成し、将来カンボジア
の民主化に向けた活動の一翼を担っていることが
期待されていた。その後、このような NGO の法
制定の動きが出てくることになる。上村未来に
よると、カンボジアにおける NGO の最初の規定
は、1994 年 7 月の内務省の発布した布告で、団
体が州で活動を行う際州政府に内務省に登録する
ことを布告で定めたのである。国際 NGO の登録
は、外務国際協力省の管轄で、ガイドラインの中
で登録を奨励している。その後、カンボジア政府
は NGO に関する法律の必要性を述べ、法案の策
定を検討してきたといわれている 17。

2000 年以降フン・セン長期政権による権威主
義的な政治が強まる中で、同政府は NGO をより
管理するための NGO 法の制定を目指した。2008

年 9 月フン・セン首相が法制定を促進することを
述べたのを機に、政府内で NGO 制定の動きが強

カンボジアの市民社会スペースの実態と課題
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まり、2010 年 12 月内務省が法案のドラフトを公
開した 18。NGO 側はこの NGO 法の制定の動きを
拒もうとフン・セン政権にアドボカシーを行い、
国際 NGO やドナー諸国にも働きかけていた 19。

さらに、2011 年 6 月カンボジア・シェムリアッ
プで開催された「CSO 開発効果第 2 回オープン
フォーラム世界大会」において、 CSO が活動しや
すい政策環境づくりの事例として、カンボジアに
おける NGO 法改正の問題が発表され、 NGO の登
録を義務付ける NGO 法に反対する CSO の声明
は既に 650 団体以上が賛同に署名し、日本大使館
を含む各国政府も一定の縣念を表明した。 CSO 

が NGO 法に反対するのはカンボジアにおける表
現の自由や結社の自由が脅かされる危険性がある
からだ 20。

当 時 JVC カ ン ボ ジ ア 事 務 所 現 地 代 表 の 若
杉美樹は、カンボジアの NGO の連合体 CCC 

（Cooperation Committee for Cambodia カンボジア
協力委員会）など CSO はこの NGO を規制する 

NGO 法が成立する前に、 NGO が開発効果向上に
向けた指針を示し、 NGO 活動が保障される民主
的な環境づくりを目指していると述べている 21。
CCC は、オープンフォーラム内で特に政策提言
に力を入れ、カンボジアの NGO の民主的スペー
スの改善のための報告を行った CCC がこの NGO 

法を巡る政府と NGO の交渉やこのオープン
フォーラム世界大会の動きの中で中心的な役割を
果たし、NGO 法による人権やガバナンスに関す
る NGO の活動の減少や外部依存が進む可能性が
あること、「人権の尊重」「結社の自由」「表現の
自由」「正当な法的承認」などが政策環境に必要で、
政府がこれらを守ることを強く訴えた。林明仁に
よれば、このようなカンボジア国内、国外からの
アドボカシー活動は、カンボジア政府の姿勢の変
化を促す結果となり、2011 年 6 月政府はイスタ
ンブール原則を承認した、と述べている 22。

カンボジアの NGO 法を巡る背景には、近年の
土地紛争を契機に土地問題で困難な立場にある農
民を擁護するカンボジアの人権 NGO を規制する
ため、国家による NGO に対する法規制で NGO 

を管理しようという動きが強まっていたことがあ
る 23。フン・セン政権は、NGO 法第 4 ドラフト
まで公開し、2011 年 11 月末に 2014 年を限度に

協議継続を明言したが、2012 年国際 NGO に協議
は一切行わないと述べ、2013 年 7 月 28 日の国政
選挙後議論が再開された 24。

Ⅲ　カンボジアの市民社会スペースの縮小

1  LANGO による NGO 規制

しかし、カンボジアの市民社会スペースは、近
年急激に縮小している。CIVICUS のモニタリン
グレポート 2017 年では「カンボジアは抑圧的な
国家であること 25」、Freedom House Report2018 は

「カンボジアは不自由あるいは自由でない 26」と
述べている。カンボジアの NGO の反対に関わら
ず、2015 年 8 月「結社および非政府組織に関す
る法（以下、NGO 法）」 （Law on Associations and 

NGOs、以下 LANGO）が制定・実施され、カン
ボジア政府による本格的な NGO 規制が行われる
ようになった。

また、アジアにおける人権活動や市民社会ス
ペースの問題に取り組んでいる、Asian Forum for 

Human Rights and Development （FORUM-ASIA）は、
2015 年から 2016 年に 554 件の人権擁護活動への
暴力行為があり、そのほとんどが警察、司法そし
て軍によるものであった 27、と述べている。その 

FORUM-ASIA 作成の「2015 年 -2016 年に制定さ
れた抑圧的法規制リスト」によると、表 2 の通り、
アジア 11 ヵ国で（中国、ベトナム、バングラデ
シュ、カンボジア、インドネシア、韓国、マレー
シア、モルジブ、パキスタン、スリランカ、タイ）
において計 22 の抑圧的法規制があり、カンボジ
アも NGO 法（LANGO）、労働組合法、通信法、
教育省指導（カンボジア学術機関の全政治活動の
禁止）の 4 つの法規制が取り上げられている 28。

さらに、2018 年 2 月 26 日から 3 月 23 日まで
開催された、第 37 回国連人権理事会でも、各国
政府や CSO/NGO からもカンボジアの人権状況の
悪化や市民社会スペースの縮小の問題が取り上げ
られ、国連の人権高等弁務官ケイト・ギルモアは

「政治的緊張の継続的な拡大と市民社会スペース
の縮小」について指摘しているカンボジアに関す
る事務総長の報告書が提出されることを期待して
いる 29、と述べた

カンボジアにおける NGO 規制の中心は、2015

年の LANGO の制定である。LANGO はカンボジ

重　田　康　博
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アに 結社や NGO 活動の自由を保障し、NGO と
行政のパートナーシップを促進することが目的と
している（第 1 条）。カンボジア国内の NGO は
内務省に登録することが義務づけられる（6 条）。
国際 NGO は事前に関連する省庁と合意の上（15

条）、外務国際協力省と MOU （Memorandum of 

Understanding）を署名することで登録する（12

条）が、最高 3 年ごとの更新とする（16 条）。ま
た、内務省はカンボジアの安全、安定、公共の秩
序を危険にさらすならば登録を拒否できること（8

条）、について述べている。
2015 年 8 月の LANGO の成立後、カンボジア

政府は表現の自由、集会の自由、結社の自由を規
制する措置を行い、政府への NGO の登録や銀行
口座の届け出を義務化し、国内および国外の団体
が政治的中立な立場をとることを求め、特に人権
NGO や選挙監視 NGO に対する取り締まりや圧

力を強めるようになった。例えば、2016 年 5 月
人権 NGO の ADHOC 職員、NEC 事務局長が逮捕、
勾留された（2017 年 6 月釈放）。

さらに 2017 年 6 月の地方選挙で野党・カンボ
ジア救国党（CNRP）が躍進したことは、政権維
持への危機意識からフン・セン人民党政権による
強権支配を強めるきっかけになった。2017 年 7

月 NGO による選挙監視のネットワーク Situation 

Room が活動停止になり、同年 9 月に CNRP のケ
ム・ソカ党首が逮捕され、同年 11 月には CNRP

への解党や指導者 118 名の 5 年間の政治活動停
止が命令され、CNPR 関係者は議会から追放さ
れることとなった。野党弾圧と並行するように
CSO やメディアに対する弾圧も進められた。メ
ディアでは法外な税金をいきなり請求された英字
紙 Cambodia Daily、ラジオ局の Radio Free Asia と 

Voice of America が閉鎖させられた。同年 8 月ア

カンボジアの市民社会スペースの実態と課題

表 2「カンボジアの 2015 年 -2016 年に制定された抑圧的法規制リスト」（Forum Asia 作成）
国名 法規制名 制定年
中国 Counter-Terrorism Law 2015

Cyber Security Law 2016
Law on the Management of Foreign Non-Governmental Organizations’Activities 
within Mainland China

2016

ベトナム Public Security Minister General Circular No 13/2016/TT-BCA on “Regulations on the 
duties of the People’s Security forces in protecting Court hearings”

2016

バングラデシュ Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Act 2016
カンボジア Law on Associations and Non-Governmental Organizations (LANGO) 2015

Law on Trade Unions 2016
Law on Telecommunications 2015
Education Ministry Directive (bans all political activities at academic institutions in 
Cambodia)

2015

インドネシア Broadcasting Commission Circular Letter No. 203/K/KPI/02/16 forbids broadcasting 
agency to show LGBT-related content.

2016

韓国 Act on Anti-Terrorism for the Protection of Citizens and Public Security 2016
Amendment to the Act on the Promotion of Newspaper 2015

マレーシア National Security Council Act 2016
Prevention of Terrorism Act (POTA) 2015

モルジブ Protection of Reputation and Freedom of Expression Act 2016
Prevention of Terrorism Act 2015

パキスタン Policy for regulation of International Non-governmental Organizations (INGOs) in 
Pakistan

2015

Circular No. 02/2015 of the Securities and Exchange Commission of Pakistan (renewal 
of associations’operating license)

2015

Prevention of Electronic Crimes Act 2015
スリランカ Right to Information Act 2015
タイ Order Number 3/2558 (3/2015) of the Head of the NCPO on Maintaining Public Order 

and National Security
2015

Referendum Act 2016
（出所）Forum Asia, Defending in Numbers: Silencing Voices of Asia: 2015-2016., pp,19-20.
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メリカの民主化支援 CSO の National Democratic 

Institute（NDI）が閉鎖命令を受け同年 9 月 CSO

で は Equitable Cambodia が 閉 鎖 命 令（1 ヵ 月 ）、
Mother Nature が解散した。また CCHR（Cambodian 

Centre for Human Rights）は、2017 年 8 月その資
金源と資金の使用法が中立的でないのではないか
と疑われ、その事務所も一時閉鎖され、活動停
止の警告を出されたが、12 月に嫌疑が晴れ、そ
の活動を再開した 30。人権および選挙監視関係の
CSO 団体は、活動自体が縮小し、活動の規制を
余儀なくされている。このように政府の LANGO

による規制と管理により、カンボジアの CSO や
NGO を取り巻く状況は、恐怖による抑制効果

（Chilling Effect）の状態だといえる。
LANGO 以外にも労働組合法、通信法、教育

省 指 導、 さ ら に 徴 税 法（LANGO に も と づ い
て NGO への適用）などが NGO の政策環境の
悪化、市民社会スペースの縮小を招くような改
正や運用が行われている。この徴税法に関連し
て、カンボジア政府はメディアに続き NGO に
対しても納税を要求している。政府は ADHOC、
LICADHO、COMFREL の 3 団体に対して、納税
状況の調査を指示し、同年 8 月 9 日税務署から
呼び出されたが、これらの NGO は税務署の呼び
出しは政府による NGO 活動への抑圧であると抗
議している。また、2017 年 9 月 13 日 FORUM-

ASIA、CIVICUS、Human Right Watch、FIDH　
（ International Federation for Human Rights）、ICJ

（International Commission of Jurists）、OMCT（World 

Organization Against Torture）は、救国党のケム・
ソカの逮捕、Cambodian Daily の閉鎖、NGO スタッ
フへの攻撃、アメリカ系 NGO の閉鎖とスタッフ
の追放などカンボジアの人権危機を解決するため
に、独立専門家によるカンボジアの人権および政
治状況を調査して、2018 年 7 月 29 日の国政総選
挙前に発表することを国連人権理事会に提言して
いる 31。

2  人権・選挙監視 NGO

カンボジアでは、1991 年パリ和平協定による
内戦終結以降、人権擁護、民主化の推進、公平な
選挙の実現するすために、ADHOC（Cambodian 

Human Rights and Development Association）、

CCHR（Cambodian Centre for Human Rights）、
LICADHO（Cambodian League for the Protection 

and Defense of Human Rights） な ど 人 権 NGO が
設立されている。しかし、最近政府による強制
的・抑圧的な措置の例をあげると、野党の救国党
ケム・ソカ副党首の女性問題を契機に、2016 年
3 月 ADHOC 対象とした捜査が行われ、5 名のス
タッフが逮捕、拘束されたが、2017 年 6 月に 5

人は仮釈放され、現在はスタッフとして働いてい
る。現在 ADHOC の代表の Thun Saray は、身の
安全のために長期間カナダに滞在中である。その
Thun Saray は、現在のカンボジアについて「私た
ちの国は、明確に PPA（筆者注、1991 年パリ和
平協定）の精神から逸脱してきたことを示してい
る。もし現在のように、状況の悪化が壊滅的な方
向へ進むのなら、カンボジアは、一党支配の国に
なってしまうでしょう。民主主義と人権の尊重は、
カンボジアを決して、不安定や内戦にもっていく
ものではありません。むしろ逆に、PPA の精神を
共有し、民主主義と人権を尊重することこそが、
政治家の権力争いに暴力と戦争が利用された過去
に逆戻りさせないことのカギとなるメカニズムだ
と考える 32」と述べている通り、カンボジアでは
今パリ和平協定の精神に基づいた民主主義と人権
の尊重が求められている。

このようなカンボジア政府による人権 NGO へ
の弾圧の中で、CCHR、ADHOC、ACILS （American 

Centre for International Labor Solidarity） は、2017

年 8 月『基本的自由モニタリングプロジェクト
年次報告書 2016 年 4 月―2017 年 3 月』（The First 

Annual Report of Fundamental Freedoms Monitoring 

Project（FFMP）April 2016 – March 2017、 以 下
FFMP）を発行した。このFFMPは、1年間にわたり、
カンボジア王国における結社の自由、表現の自
由、集会の自由の事例の概要をまとめたもので、
カンボジアの基本的な自由の客観的かつ中立的外
観を伝えることを目的に、カンボジアの法的枠組
み、法的枠組みの実施、そして基本的表現の自由
事例に関係する一般的意見を分析し、①基本的自
由の法的枠組みは国際基準に見合っているか、②
基本的自由の法的枠組みは正しく実施され強制さ
れるのにふさわしいのか、③個々人が基本的自由
を理解しそれらを自由に使えるか、④市民社会組
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織（CSO）と労働組合は、カンボジア王国政府に
よって認識されパートナーシップを組むことがで
きるか、の 4 つをキーワードに追跡している。 

FFMP のデータは、CSO、貿易組合のリーダー
へのインタビュー、世論調査、事例レポートメカ
ニズム、メディアモニター調査、法に関係する調
査によって集められおり、世論調査は 2016 年 1

月 1 日と 2016 年 7 月 8 日の間に全国 23 州 980 人
を対象に行われた。この中で FFMP では、第 1 に、
近年の法律は組織の自由を守るための国際的な標
準を満たしていないこと、例えば、LANGO の①
登録制度、②報告書の要求、③団体活動の監視、
④認可制度のこと 33、第 2 に、カンボジアの法的
な枠組みは表現の自由を不正当に制限しているこ
と 34、について批判している。

FFMP は、結論として、市民社会と市民の自由
のためにカンボジアの法的な枠組みに関する議論
に対して次の 3 つの貢献をしたいと述べている。
第 1 に、FMMP は市民社会組織がカンボジアで
直面している問題と解決策を明らかにすることで
ある。第 2 に、FFMP は、将来の発展を客観的に
計ることに対する証拠となる指針を与えることで
ある。第 3 に、FFMP は、データを集め指針を与
えるために、法律的環境を改良する、意味のある
解決をもっとはっきりと説明するように市民社会
と政府を奨励している 35。つまり、FFMP は、市
民社会とカンボジア王国政府との間の建設的な対
話のための基礎づくりを行い、カンボジアの基本
的自由の実行を支援するために全てのステークホ
ルダーが従事することを目指すべきである、と述
べている 36。

一 方、 選 挙 監 視 NGO で あ る COMFREL 

（Committee for Free and Fair Elections in Cambodia）
と LICADHO らによって設立された選挙監視
NGO の NICFEC（Neutral and Impartial Committee 

for Free and Fair elections in Cambodia） は、2017

年 6 月 24 日の地方選挙のために Situation Room

という非公式であるが、40 のカンボジアの組
織と市民社会が参加する中立で公平なプラット
フォームを立ち上げた。Situation Room が 6 月 24

日に公正な選挙環境、選挙資金の透明性の欠如、
有権者の登録義務など改善を指摘する最終評価
を発表したことは、極めて重要である。Situation 

Room がなぜ成功したのか、COMFREL のシニア・
コーディネーターのKim Chhornによると、第1に、
国内や NGO を含めた CSO の資源を動員したこ
とである。地方選挙監視のため、40 団体の NGO

関係者、オブザーバー、ボランティアなど資源を
総動員したことである。第 2 に、選挙の評価をし
たことである。選挙投票日当日および終了後に選
挙監視員が各選挙区の投票所において選挙の評価
を行った。第 3 に、選挙に Situation Room が仲介
したことである。Situation Room の関係者が、選
挙監視をしたことであった。

しかし、カンボジア政府は、Situation Room に
対してフン・セン政権を倒すカラー革命のプラッ
トフォームとして強く警戒し、非合法な活動とし
て禁止した 37。カンボジア政府は LANGO に基づ
く政治的中立性と NGO への登録義務の観点から、
COMFREL、NICFEC が 参 加 す る Situation Room

が 6 月 24 日の地方選挙の際の選挙モニタリング
活動において内務省（MOI）に登録していなかっ
た理由で調査を受け、7 月 4 日この 2 つの団体に
対し Situation Room の活動停止を勧告した。こ
れに対して、Situation Room に関わる COMFREL、
NICFEC、LICADHO、ADHOC、CCHR は政 府に
強く抗議し、国際 NGO である Human Rights Watch

も「選挙監視の禁止を取り消すべき」と反対し 

、COMFREL は新しい選挙監視のあり方等今後の
対応を検討している（残念ながら、COMFREL の
Kim Chhorn 氏によると、2017 年 8 月に事務所で
インタビューした事務局長の Koul Panha は国外
にいるということであった）。

3  ネットワーク NGO/CSO の取り組み―CCC、

NGO Forum を中心に

カンボジアには NGO/CSO の組織強化を中心
に 取 り 組 む Cooperation Committee for Cambodia 

（CCC）と政策アドボカシーを中心に取り組む
NGO Forum on Cambodia の 2 つのネットワーク団
体があるが、LANGO に関しては CSO の組織に
かかわることから CCC 中心の取り組みになって
いる。

CCC の Soeung Saroeun は、「カンボジアの CSO

の政策環境（Enabling Environment）が、新しい
責任を果たし、そして発生する難題を解決する彼

カンボジアの市民社会スペースの実態と課題
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らのダイナニズム、彼らのキャパシティに十分に
適応していない、最近の数年間、問題のある分野
で活動する団体は、縮小する市民社会スペースと
公共の場での表現の権利、団体と集会に参加する
権利に対する抑圧に遭遇している。多くの要素は、
CSO の役割を妨げる政策環境に関係している 38 」
と述べている。彼は、カンボジアの市民社会スペー
スを縮小させているいくつかの要素として、強く
そして責任ある政府機関の欠如、選別された法的
な強制、排他的経済成長、援助のシフトと削減、
を挙げている 39。2018 年 3 月 16 日開催の CCC

の第 28 回年次総会の声明において、CCC は、「特
に市民社会スペース、法的枠組み、開発のための
包摂的なパートナーシップに関する市民社会のた
めの政策環境に真剣な関心を持っている。本総会
では、特にアドボカシー、反汚職、自然資源管理
そして選挙監視のような問題のある分野で活動す
る CSO のために、彼らの活動を推進することを
妨げる、市民社会スペースの縮小全体に特別な関
心を持っていること 40」を強調している。

また、CCC は約 500 の CSO を対象に LANGO

への対応に関する調査を行い、約 130 団体から回
答を得て、レポートを発表している。 それによ
ると LANGO にもとづく報告書の提出を行ってい
る CSO は 43% に過ぎない。LANGO についての
法的扶助は 12% の CSO しか受けられていない。
また、以下の問題点が指摘されている。多くの
団体は LANGO にもとづいた登録に必要な手続き
について理解していない、LANGO に規定されて
いる「政治的中立」が多様な解釈が可能であり、
CSO の自己規制にもつながっている、CSO が資
金や銀行口座についての詳細な情報提供を求めら
れているが海外の資金提供パートナーガ資金的支
援についての詳細な情報を公開することを望まな
い場合もある。

また、CCC は地方レベルでの NGO や CBO に
関する調査を順次行っていて、公表しているが、
農村部の諸団体の LANGO にもとづく登録率は低
い 41。

一方、NGO Forum も、LANGO に関しては、人
権やアドボカシーに取り組む NGO に対しては政
府の対応は厳しいが、サービス供給を行う団体に
ついてはそれほどでもないという感触を持ってい

る。
なお、LANGO などによる政策環境の悪化があ

る一方で、CCC や NGO Forum は一方で政府から
カンボジアにおける SDGs（持続可能な開発目標）
の実施策（C-SDGs）への参加を求められていて、
実際に政府との対話も進んでいる。また NGO 

Forum は、これまでカンボジアの 5 ヵ年開発計画
の策定への提言活動も行ってきた。カンボジアの
社会開発において NGO が政府にとっても不可欠
な存在であることには変わりなく、政策環境の悪
化、市民社会スペースの縮小という側面だけでは
ない 42。

このようにカンボジアの市民社会スペースが縮
小する中で、カンボジアのネットワーク NGO が
果たす役割は重要である。特に、CCC は、年次
総会、日本の外務省 NGO 研究会のセミナー、等
多くの場所で声明を出し、政府への対話プロセ
スの働きかけ、NGO や CBO 対象に LANGO や
SDGs に関するセミナー等を開催している。その
一方、市民社会スペースや NGO/CSO の政策環境
に関する声明や研修には細心の注意を払って活動
する必要があるであろう。

Ⅳ　日本の NGO/CSO のカンボジアにおける現状

日本の NGO は、LANGO 成立後 JNNC に掲載
される 6 割の団体がカンボジア外務国際協力省登
録している（2017 年 8 月現在）。日本の NGO の
意見では、LANGO は、日本の NGO に直接大き
な影響をもたらしてはいないが、カンボジアの
現地 NGO への影響が大きい 43。日本の NGO は、
SDGs の問題を解決する重要なパートナーとして
位置づけられて、特に団体としてカンボジア政
府に対して直接提言を行ってはいない。日本の
NGO は、カンボジアの市民社会スペースに対す
る関心がないというよりも、自分たちの活動に精
一杯、あるいは関心があってもカンボジアでの活
動を継続するために、各現場で黙々と活動してい
るといった方がいいであろう。カンボジアで活動
する日本の NGO のネットワークである JNNC で
は、2015 年 9 月カンボジアの人権 NGO である
LICADHO の事務局長 Naly Pilorge を月例会に呼
んで、LANGOの勉強会を開催したことがあった。
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おわりに

本論では、カンボジアの市民社会スペースが、
フン・セン長期政権による権威主義的な政治が強
まる中縮小している現状を検証した。カンボジア
で 2015 年に設立された NGO 法 LANGO の制定・
実施により、本格的な CSO 規制が開始され、カ
ンボジア政府による人権 NGO や選挙監視 NGO

や選挙監視 NGO のネットワークに対する抑圧が
行われていることを実証した。

その一方、人権 NGO により発行された『基
本的自由モニタリングプロジェクト年次報告書
2016 年 4 月―2017 年 3 月』では、NGO を含む
CSO、貿易組合のリーダーへのインタビュー、世
論調査などを行い、近年の法律は組織の自由を守
るための国際的な標準を満たしていないこと、例
えば、LANGO の①登録制度、②報告書の要求、
③団体活動の監視、④認可制度のこと、第 2 に、
カンボジアの法的な枠組みは表現の自由を不正当
に制限していること、について地道な調査が行わ
れ、政府の対応を批判している NGO の事例を把
握した。

また、カンボジアの市民社会スペースが縮小す
る中で、カンボジアのネットワーク NGO が果た
す役割が重要であることを指摘し、市民社会ス
ペースや NGO/CSO の政策環境に関する声明、政
府との対話のプロセス、SDGs の実現に向けた実
施など懸命に努力していることが明らかにした。

近年カンボジア政府は、「四辺形戦略」などの
開発目標を目指し、2016 年 7 月世界銀行の分類
による「低中所得国」入りし、2030 年までの「高
中所得国」入り実現を目指している。欧米諸国、
日本政府、国際機関、EU などによるカンボジア
政府への支援は温度差があり、欧米諸国等のド
ナーは経済発展し低中所得国入りしたカンボジア
への支援の関心は弱まり、アフリカ重視に傾いて
おり、フン・セン独裁体制による野党、プレス、
NGO への弾圧に対して、2017 年 EU はカンボジ
アの民主主義の憂慮し国家選挙管理委員会への支
援から撤退を表明し、アメリカ政府はカンボジア
の民主主義の後退に関与した人たちを対象として
アメリカ入国へのビザ発給を停止した 44。

今回の総選挙の法整備支援を打ち切ったりして
いる国もある。このような欧米諸国の支援の隙間

を縫うように、カンボジアにおいて中国、韓国な
ど新興ドナーが台頭し、開発インフラ競争が激化
している。特に中国は、カンボジアに対する支援
を強め、政治・経済共に大きな影響力持ちその存
在感は増している。

その一方、日本は、中国、韓国等に対抗しよう
と、ODA を活用して技術を売り込み、開発イン
フラを進めようとしている。しかし、カンボジア
における日本の存在感は相対的に低下している。
2018 年 4 月河野外相がカンボジアを訪問し、フン・
セン首相に 2018 年 7 月に予定されている選挙で
民意が適正に反映されるように要請するが、日本
の ODA による法整備支援は継続されている。今
年に入り国連人権理事会においてもカンボジアの
政策環境に悪化と市民社会の縮小の議論はされて
いるが、カンボジア政府に対する有効な手立てが
見つかっていないのが現状である。

市民社会スペースを維持することは民主主義の
根幹にかかわる問題であるが、市民社会の縮小は
民主主義の危機であるともいえる。今こそ、カ
ンボジアは、1991 年のパリ和平協定の民主主義
と人権を守る精神の原点に立ち返る必要がある
のではないか。元国連カンボジア暫定統治機構

（UNTAC）事務総長特別代表の明石康（2017）は、
著書『カンボジア PKO 日記− 1991 年 12 月 -1993

年 9 月』の中で、「カンボジアに民主主義の種を」
と題し「またカンボジアの民主主義は、ひっきょ
うカンボジア人よって作られるものだ 45」であり、

「それに水をかけて育てるのはカンボジア人自身
だ 46」と述べているが、市民社会のスペースの問
題も結局カンボジアにおける民主主義と人権の問
題と密接に結びついており、それはカンボジア人
自身によって作られていくものだ。

このような市民社会のスペースが縮小されてい
くカンボジアであるが、NGO を含む CSO はカン
ボジアの法による平和が守られ、公正で民主的な
選挙が行われるように監視し、政府との真の政策
対話やパートナーシップを実現し、住民のための
セーフティネットとしての機能を果たし、市民社
会のスペースを保障するように政府に求めていく
ことが要求される。SDGs の中でも、法による平
和で包摂的な社会や制度を目指す SDGs のゴール
16 は特に重要である。SDGs は、法的義務ではな
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く一つの国際開発目標であるが、NGO、市民社
会だけでなく、各国政府、国際機関がカンボジア
政府に法や SDGs を遵守し、市民社会のスペース
を確保するように、強く働きかけることが求めら
れている。

最後に、本研究調査にご協力いただいた、カン
ボジアの NGO の皆様、日本の NGO の皆様、日
本の政府関係者の皆様に心よりお礼を申し上げ
たい。カンボジアに平和、公正な選挙、民主化、
CSO/NGO の自由な活動、そして市民社会のス
ペースの拡大が実現することを切に願っている。
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Abstract

This paper studies actual situation and problems of civic space in Cambodia. Growing authoritarianism in 

Cambodia has led to shrinking of civic space and deterioration of enabling environment for civil society. It shows 

what some key factors contributed to shrinking civic space in Cambodia and examines the case of repression and 

regulation to some CSOs(Civil Society Organizations) due to establishment and chilling Effect of LANGO (Law on 

Associations and NGOs) by Cambodian Government in 2015.
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